
仕 様 書 

産業観光局中央卸売市場第二市場 

（担当 北、岩城 電話 681-5791） 

件  名 高圧受電設備他精密点検等業務（中央卸売市場第二市場） 

契約期間 契約の日の翌日から令和７年３月１５日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約条件 

京都市中央卸売市場第二市場（以下、「第二市場」という。）における高圧受電設備

他精密点検等業務については、京都市契約事務規則によるもののほかは、すべて本仕

様書によるものとする。 

 

第１ 目的 

高圧受電設備及び太陽光発電設備の機能を維持することにより、市場業務の

円滑な運営に寄与することを目的とする。 

 

第２ 用語の定義 

仕様書において使用する用語のうち、契約書において定義していない用語を

次のとおり定義する。 

監督員  京都市契約事務規則第３９条に規定する監督職員等のことであ

り、この契約においては、京都市中央卸売市場第二市場に所属する

職員をいう。 

 

第３ 委託の対象設備と内容 

   １ 委託対象設備 

⑴ 高圧受電設備 

⑵ 太陽光発電設備（ただし、引込ＰＡＳから受電盤及び昇圧変圧器盤まで

の範囲とし、パワーコンデショナー、太陽光パネル等は除く。） 

  ２ 委託内容 

⑴ 高圧受電設備及び太陽光発電設備の点検（別紙１参照） 

⑵ 仮設発電機の設置及び撤去（別紙２参照） 

⑶ 低圧動力配電盤における端子間の仮設配線の接続及び取外し（別紙３参

照） 

 

第４ 業務の実施要領 

１ 業務開始までに点検の予定（日時、作業人数等）を記載した業務工程表を

作成し提出する。 

２ 点検は２月のいずれかの水曜日とし、詳細な日時については、別途協議の

うえ決定する。 

３ 第二市場においては、冷蔵庫及び冷凍庫が多数稼動している中、高圧受電



設備の点検には停電を伴うため、点検前に仮設発電機を設置し、低圧動力配

電盤内の各端子間を仮設配線で接続する。（別紙２及び別紙３参照） 

４ 停電の際は、仮設発電機により冷蔵庫及び冷凍庫へ電源を供給すること。 

５ 停電に係る作業は受注者が行うこと。（ＰＡＳ、ＭＣＣＢ等の操作） 

６ 電力会社の引込開閉器の操作に伴う手続きは受注者が行うものとする。 

７ 受電停止中、非常用発電機から非常動力・電灯配電盤を経由して電源供給

するため、当該部分の点検は、受電復電後に行う。 

８ 点検の結果、異常があると判断した場合には、速やかに監督員に報告し、

必要な助言を行う。 

９ 受電設備の点検中に、発注者は幹線等の絶縁抵抗測定を行う予定である。 

 

第５ 安全管理 

業務における安全管理は、受注者の責務とする。 

 

第６ 提出書類 

受注者は、次の書類を提出すること。 

・業務工程表、作業計画書 

・報告書 

・完了届 

 

第７ 費用負担 

１ 点検及び仮設発電機の設置、端子間のケーブル接続において必要な機器及

び発電機等の電力は受注者が用意すること。 

２ 電力会社の引込開閉器の操作に伴う費用は、受注者の負担とする。 

 

第８ 委託料の支払方法 

発注者は受注者から必要な報告書を受領した後に支払うものとする。 

 

第９ その他の事項 

１ 第二市場の衛生管理区域内に出入する場合は、必ず所定の消毒を行うこと。 

２ 第二市場内で口蹄疫等の家畜伝染病に罹患した動物が発見され、家畜保健

衛生所による防疫体制が発動された場合、と畜業務が停止に近い状態となり、

本業務の履行に支障が生じる可能性がある。その場合、監督員と受注者が協

議のうえ本契約内容に必要な変更を行う。 

３ 災害発生時には、市場業務を速やかに再開できるよう協力を行うこと。 

４ 業務の実施等により発生する細部の事項は、監督員と受注者が協議のうえ

決定する。 

 注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください 



 

別紙１ 

点検内容 

 

 １．高圧受電設備 

（１）接地抵抗測定 １１回路 

 ①Ａ種接地（ＰＡＳ、ＬＡ） 

 ②Ａ種接地（高圧機器、太陽光） 

③Ｄ種接地（ＥＬＢ） 

④Ｄ種接地（検査機器） 

⑤Ｄ種接地（ＥＬＢ（検査機器）） 

⑥Ｂ種接地（変圧器） 

⑦Ｂ種接地（太陽光） 

⑧Ｄ種接地（ＡＭＰ） 

⑨Ｄ種接地（ＭＤＦ） 

    ⑩測定補助接地極 ＥＰ 

    ⑪測定補助接地極 ＥＣ 

    ※測定場所 ①は第１構内柱、②～⑪は受電室内接地端子盤 

 

  （２）高圧ケーブル（受電用）点検 

     外観点検、絶縁抵抗測定（直流絶縁診断は無し） 

 

（３）絶縁抵抗測定 

 ①高圧回路    ケーブルヘッドから一括 

②低圧回路 変圧器二次側～配電用開閉器 

スコットトランス用開閉器～配電用開閉器 

 

（４）継電器試験 

  ①地絡方向継電器試験  １個（戸上 LTR-P-D） 

    ②過電流継電器試験   １個（三菱 MOC-A1V-R） 

    ③不足電圧継電器試験  １個（三菱 MUV-A1V-R） 

    ④漏電火災警報器（ＬＧＲ） １１個（光商工 LEG-190L） 

 

（５）断路器、遮断機、開閉器点検 

  ①ＬＡ内蔵ＰＡＳ（受電用） １台（戸上 KLT-PA-D2N10LT 7.2kV400A） 

  ②ＤＳ（受電用）  １組（三菱 DV-RA 7.2kV600A） 

  ③ＶＣＢ（受電用） １台（三菱 VF-13PM-D） 

    ④ＶＳ（進相コンデンサ用）  ４台（三菱 VZ2-GE-E） 

 



 

    ⑤ＬＢＳ（変圧器用）９台（電灯３、動力６） 

                             （三菱 TES-GB2 7.2kV200A G50A） 

  （６）進相コンデンサ、リアクトル点検 

    ①進相コンデンサ 3φ426KVar  ４台（指月電気 LV666C6400R26） 

    ②リアクトル点検 3φ 25.5kVar L=6% ４台（指月電気 LR366C6400P26） 

 

  （７）変圧器点検（絶縁油の絶縁破壊電圧試験、全酸価試験含む。） 

    ①電灯用トランス ３台 

       油入自冷式 1φ 6,600/210-105V 150KVA 

      （日立産機システム SOU-CR3） 

    ②動力用トランス ６台 

       油入自冷式 3φ 6,600V210V 750KVA 

       （日立産機システム） 

    ③防災用スコットトランス 

       油入自冷式 3/1φ 210/210-105×2 50kVA １台 

       （日立産機システム） 

      

  （８）計器用変成器点検 

     ①受電盤 VT×2（三菱 PD-100HF）、CT×2（三菱 CD-40NA） 

     ②低圧電灯盤（3 面） CT×２（三菱 CW-40LM）計 6 台 

                ZCT×1（光商工 M41D）計 3台 

     ③低圧動力盤（6 面） CT×２（三菱 CW-40LM） 計 12 台 

                ZCT×1（光商工 M41D）計 6台 

     ④非常電灯動力配電盤（1 面） CT×４（三菱 CW-15L） 

                    ZCT×２（光商工 M41D） 

 

  （９）一般機器点検、各部清掃 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２．太陽光発電設備 

（１）接地抵抗測定 １回路 

 Ａ種接地（ＰＡＳ、ＬＡ） 

※測定場所は第１構内柱 

 

  （２）高圧ケーブル点検 

     外観点検、絶縁抵抗測定（直流絶縁診断は無し） 

 

（３）絶縁抵抗測定 

①高圧回路 ケーブルヘッドから一括 

②低圧回路 変圧器二次側～配電用開閉器（所内用変圧器回路含む） 

 

（４）継電器試験 

  ①地絡方向継電器試験  １個（戸上 LTE-P-D） 

    ②地絡過電圧継電器試験 １個（光商工 LVG-7） 

    ③漏電火災警報器（ＬＧＲ） １個（光商工 LEG-190L） 

 

（５）断路器、遮断機、開閉器点検 

  ①ＰＡＳ（受電用） １台（戸上 KLT-PA-D2N10LT 7.2kV300A） 

  ②ＬＢＳ（受電用） １台（三菱 TES-GB2）） 

 

  （６）変圧器点検（絶縁油の絶縁破壊電圧試験、全酸価試験含む。） 

     油入自冷式 3φ 6,600/210V 200KVA（三菱 RA-3R） 

     

  （７）計器用変成器点検 

     昇圧変圧器盤 VT×1（三菱 PD-100HF） 

            CT×２（三菱 CW-40LM） 

            ZCT×1（光商工 M41D） 

                        ZVT×1（光商工 ZPC-9BS） 

 

  （８）一般機器点検、各部清掃 

 




















